
 

 

取 組 事 例 

（朝型の働き方・所定外労働削減・年休取得促進・多様な正社員・テレワーク） 

 

 

 

取組の目的： 

 

 

 

取組の概要： 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業名：東レ株式会社 所在地：東京都中央区 

社員数：7,232名 業種：製造業 

〈現在の取組〉 

○経営方針・経営活動と連動した取組 

・現場主義の経営方針：  

企業として実践すべき「経営理念」となる「企業行動指針」において「人材

重視：社員に働きがいのある職場環境を提供し人と組織に活力が溢れる風土を

つくる」ことを掲げて人事勤労施策に取り組んでいる。 

その上で、各職場におけるワーク・ライフ・バランスの取組は、「現場・現物・

現実をよく見て現状分析を徹底的に行い、「あるべき姿」と「やるべき事」を明

確にして、本質を突いた的確な取組と生産性の高い効率的な働き方につなげて

いく」という現場主義の考え方に基づき推進されている。 

 ・日次管理による攻めの経営活動（ＰＭＰ活動）： 

設定した課題に対してＰＤＣＡサイクルを回し、その進捗をタイムリーかつ

的確に把握し、軌道修正やリカバリーが必要な場合には、早めに関係者の方向

性を揃えて即応していくＰＭＰ活動により、生産性の高い業務遂行につなげて

いく。  （注）ＰＭＰ：Proactive Management Program 

 

○労働生産性の向上 

 ・労働時間短縮： 

1991年に労組からの時短要求を受け、事業運営の効率化を高め業務革新・業

務遂行プロセスを抜本的に見直す取組を推進。また、現場の管理会議等では、

時間外労働等の動向を毎月フォローし、増加した場合はその原因分析と解決に

取り組んでいる。 

 ・トータルコスト削減： 

不断にコスト競争力の維持・強化に取り組み、仕事の無駄を排除し、業務効

率化を推進している。 

 ・上司と部下の個別面談等を通じて働き方について話し合うことで、労働時間管

理の理解・徹底を図るとともに、各自の仕事の進め方の見直しを行い、効率的

で生産性の高い仕事の進め方を目指す職場風土づくりに寄与している。 

多様な就労観や家庭事情を持った社員それぞれが、生産性高く 活き活きと働ける

環境を、会社が整備しワーク・ライフ・バランスの充実を図る。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ワーク・ライフ・バランスの推進 

  従来から社員が働きやすい職場環境の整備に努め、経営の重要なテーマとしてワ 

ーク・ライフ・バランスに取り組んでいる。2008年度からは、ワーク・ライフ・バ

ランスを職場のイノベーションと位置づけ、「ワークライフバランス労使専門委員

会」、2010年度下期からは「ワークライフバランス労使委員会」を設け、「時間外労

働・休日出勤の徹底した削減」等、労使の最重要課題に全社で取組を推進している。 

 

○所定外労働の削減 

【従来からの取組】 

 ・深夜業・休日出勤の原則禁止、２１時以降一斉消灯（原則シフト勤務のない本社

のみ。毎日）、全社一斉早帰りデー（毎月第３金曜日（土日を挟んで国民の休日な

どが設定されている（３連休以上となる）場合は直前の営業日）に設定。定時退

社を推奨） 

・各事業(工)場で例月開催の管理会議等での各部署別の時間外労働実績の報告・フ

ォロー 

・各事業(工)場において、間接部署の業務効率化の推進により、所定外労働時間を

削減 

 ・長時間労働者に対する健診の全社統一基準の新設（該当者の健診結果と職場での

長時間労働解消の取組をフォローするシステムの新設） 

【2015年２月からの取組】 

・各事業（工）場の労使による業務効率化・総実労働時間削減策の推進、早帰り施

策・年休取得促進の取組の再徹底 

 ・2014 年度の総実労働時間 2200 時間超過者あるいは前年比 180 時間以上増加者を

対象とした個別の改善計画を上司が立案しフォロー（各事業(工)場事務局／全社

事務局でフォロー） 

・出勤管理システムによる長時間労働者へのアラーム表示 

 

○年次有給休暇の取得促進 

 ・半日年休制度：20 回／年（10 日／年）を限度に取得可能。さらに、2007 年から

小学３年生までの子の養育、要介護状態にある家族の介護、本人・配偶者が不妊

治療を受ける際に、30回／年（15日／年）まで取得可能とした。 

 ・年休奨励日：日程及び日数については事業(工)場労使で協議し決定 

 ・年休一斉付与日（計画年休）：日程及び日数については事業(工)場労使で協議し決

定（上限は１日／年） 

 ・特別休暇：時効により消滅した年次有給休暇を別枠で一定日数を積み立てる休暇

（上限は 40日）。年次休暇の保有日数が 20日以内で、業務外の疾病、社会地域貢

献活動、負傷・疾病にかかった家族を看護、本人・配偶者が不妊治療を受けた場

合に所属長に届け出て取得可能 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状とこれまでの取組の効果： 

 

 

 

（H27.８） 

○労働時間、年次有給休暇 

（2014年度）総労働時間 1914時間、有給取得日数 17.2日（87.6％） 

・年次有給休暇特別管理制度：全社横断の労使による取組として、前年度職場全体

の年間取得率が 75％未満の職場を対象として、年休の管理職場に指定。職場ヒア

リングを実施し、年休取得の改善を促すとともに、事業(工)場労使で取得実績の

フォローを実施（全社平均年休取得率は 80%以上を維持）。 

 

○テレワークの活用 

・協業による業務遂行が一般的であり、チームワークやコミュニケーションの維持

が重要であることから、制度の利用時間に上限を設定した在宅勤務制度を導入 

・会社が定める要件を満たす者で、在宅勤務の利用を希望する者につき個別に許可 

・深夜時間帯・休日の在宅勤務は原則禁止 

・在宅勤務の利用上限は、６日（45時間）／月かつ２日（15時間）／週 

・在宅勤務の実施に当たってはＲＡＳ（リモートアクセスシステム）を活用 

 

〈今後の取組〉 

○2015年２月から実施している「総実労働時間削減、早帰り促進の取組」をしっかり

完遂させる。 

〇労働基準法改正の動向も踏まえ、フレックスタイム制度の更に柔軟な活用、企画型

裁量労働制度の導入等について、労使で検討を進める。 


